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（様式－１ 表紙） 

  １ 調査名称：さいたま市都市交通戦略見直し検討業務 

 ２ 調査主体：さいたま市 

 ３ 調査圏域：さいたま市全域 

 ４ 調査期間：平成２７年度 

 ５ 調査概要： 

本市では、平成 16 年度に道路、公共交通、交通環境、地区交通等、本市の交通分

野の各種関連計画や施策の方針を示す「さいたま市総合都市交通体系マスタープラ

ン基本計画（以下、SMART プランという）」を策定しており、この実行計画として、

「さいたま市都市交通戦略（以下、都市交通戦略という）」を、平成 23 年 3 月に策

定している。 

本調査は、都市交通戦略の策定から 5 年が経過し、関連法や本市関係計画の策定・

改定状況、新たに取り組まれた施策等の状況、及び、都市交通戦略の短期の期限を

迎えたことを踏まえ、都市交通戦略の改定案を作成したものである。なお、別途改

定を進める SMART プランとの整合を図ることとした。 

今回は、計画の部分的な見直しと位置付けており、都市交通戦略の根幹となる基

本目標は現行の計画を踏襲した上で、基本方針を一部見直したものである。また、

策定後に完了した事業、新たに着手した事業を踏まえて施策を見直すとともに、各

施策による市内の交通環境の変化を捉えるための評価手法を見直したものである。 
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（様式－２ａ 調査概要）

Ⅰ 調査概要 

 １ 調査名称：さいたま市都市交通戦略見直し検討業務 

 ２ 報告書目次 

はじめに 

第 1 章 都市交通戦略の短期評価 

1-1. 現況の課題分析 

1-2. 都市交通戦略の短期・中期施策の評価 

第 2 章 次期都市交通戦略案の検討 

2-1. 施策の検討 

2-2. 施策の実施体制の検討 

2-3. 評価指標の検討 

2-4. 推進管理体制の検討 

2-5. 概要版リーフレット素案の作成 

第 3 章 検討委員会等の開催支援 



3 

（様式－２ｂ 調査概要）

 ３ 調査体制 

 ４ 委員会名簿等： 

平成 27 年度 さいたま市都市交通戦略推進委員会 

所   属 役 職 氏  名 

委員長 埼玉大学大学院 理工学研究科 教 授 久保田 尚 

委 員 さいたま市障害者協議会 理 事 藤崎 明美 

委 員 さいたま市交通安全保護者の会（母の会） 会 長 前田 三惠子

委 員 東日本旅客鉃道（株）大宮支社 企画室 企画調整課 課 長 河田 誠 

委 員 （一社）埼玉県バス協会 専務理事 鶴岡  洋 

委 員 （一社）埼玉県乗用自動車協会 事務長 藤田  貢 

委 員 埼玉県警察本部 交通部 交通規制課 理事官兼課長 新井 文夫 

委 員 さいたま市 都市局 都心整備部 部 長 中野 英明 

委 員 さいたま市 建設局 土木部 部 長 中島 圭一 

委 員 さいたま市 都市局 都市計画部 部 長 橋本 肇 

さいたま市都市交通戦略推進委員会（委員会）

（委員長：埼玉大学大学院教授 久保田 尚）

さいたま市都市交通戦略見直し庁内検討会（庁内検討会）

（会長：さいたま市都市局都市計画部交通政策課長 岡崎 繁）

さいたま市都市交通戦略推進委員会 事務局

さいたま市都市交通戦略見直し庁内検討会 事務局

（さいたま市都市局都市計画部交通政策課企画調整係）
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（様式－３ａ 調査成果）

Ⅱ 調査成果 

 １ 調査目的 

本市では、平成 16 年度に道路、公共交通、交通環境、地区交通等、本市の交通分

野の各種関連計画や施策の方針を示す「さいたま市総合都市交通体系マスタープラ

ン基本計画（以下、SMART プランという）」を策定しており、この実行計画として、

「さいたま市都市交通戦略（以下、都市交通戦略という）」を、平成 23 年 3 月に策

定している。 

本調査は、都市交通戦略の策定から 5 年が経過し、関連法や本市関係計画の策定・

改定状況、新たに取り組まれた施策等の状況、及び、都市交通戦略の短期の期限を

迎えたことから、進捗管理の一環として計画を部分的に見直し、都市交通戦略の改

定案を作成することを目的としたものである。 

 ２ 調査フロー 

都市交通戦略の短期評価 

・現況の課題分析

・都市交通戦略の短期・中期施策の評価

次期都市交通戦略案の検討 

・施策の検討

・施策の実施体制の検討

・評価指標の検討

・推進管理体制の検討

・概要版リーフレット素案の作成

・推進管理体制の検討

・概要版リーフレット素案の作成

推進委員会 

庁内検討会 
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 ３ 調査圏域図 

さいたま市全域 
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（様式－３ｂ 調査成果）

 ４ 調査成果 

（１）見直しの経緯とさいたま市の現状

・ 都市交通戦略は、計画策定以降約５年が経過し、事業進捗にも一定の成果を見たところであ

る。一方で、事業進捗を踏まえた評価において、評価指標等に課題が確認されたこと、時代の

趨勢や交通施策をとりまく環境が変化している。 

・ そこで、平成 23 年度から平成 32 年度までの都市交通戦略について、進捗管理の一環として

見直しを行うものである。 

・ 見直しにあたっては、庁内検討会議において議論を行い、進捗管理を行う推進委員会におい

て審議し、都市交通戦略見直し（案）を作成した。 

資料：さいたま市統計書（各年）

図 鉄道駅乗車人員の経年変化 

（平成22年を１として） 資料：さいたま市統計書（各年）

図 バス利用者数の推移 

資料：都市計画年報（平成 26年）
図 政令指定都市の都市計画道路整備率 

資料：H17、H22道路交通センサス
図 道路種類別旅行速度 

資料：さいたま市統計書（各年）

図 さいたま市における人身事故発生件数の推移 

資料：さいたま市資料

図 自転車ネットワーク路線延長 
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（２）さいたま市における現状の課題

・ 都市交通戦略の策定以降（平成 22 年度）に入手したデータについては、平成 27 年度データ

に時点修正を行い、短期評価を実施した。また、前回から部分的に更新したデータについても

合わせて、整理した。 

・ 現況のまとめと、本市の都市交通課題は、人口、自動車交通・道路整備、公共交通、交通安

全、自転車交通、二酸化炭素排出の視点で、次のように整理した。 

表 現状のまとめと今後の課題 

項目 現況のまとめ 今後の課題 

人口 
・ 市内の都心・副都心における人口密度は
増加の傾向にある。 
・ 高齢化率は、今後も高まる見通しである。

・ 人口増加を支える交通体系や、高齢
者の移動性の確保が求められる。 

公共交通 
・ 公共交通利用者は、増加傾向にある。 
・ バス利用者数は都市交通戦略策定以降
増加している。 

・ 引き続き、公共交通サービスの向上が
求められる。 

自動車交通
道路整備

・ 都市計画道路の整備延長は増加してい
る。ただし、他の政令指定都市と比較して
低い状況である。 
・ 総走行台キロはほぼ横ばいである。
・ 混雑度は減少傾向で旅行速度も若干高
まっているが、著しい混雑区間（混雑度
1.5 以上）も若干増加している。

・ 都市計画道路等の施設整備が求めら
れるほか、交通手段の転換やかしこい
車の使い方が求められる。

交通安全 
（歩行者を含む）

・ 人身事故の発生件数は都市交通戦略策
定以降、減少している。
・ ゾーン３０指定面積は 1,000ha を超え
るなど、交通安全対策を推進している。 

・ より安全で安心の交通体系の整備が
求められる。 

自転車
・ 自転車ネットワーク路線の整備を推進して
いる。 
・ 違法駐輪は減少の傾向にある。

・ 自転車通行環境の整備や、ニーズが
ある箇所での駐輪場整備が求められ
る。 

二酸化炭素 
排出 

・ 運輸部門の排出量は、近年ではほぼ横ば
いである。 

・ 排出量削減に向け、環境に配慮した
交通体系の構築が求められる。 
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（３）次期都市交通戦略に向けた課題の整理

・ 都市交通戦略は、平成２２年度の計画策定以降、約５年が経過し一定の事業進捗をみた。一

方、都市交通戦略策定以降の上位・関連計画の策定・改定や法制度の導入、交通ニーズな

どの変化を踏まえると、見直しの必要性が高まってきている。 

・ そのため、都市交通戦略の問題点と、次期都市交通戦略に向けた課題は、次のように整理す

ることができる。 

【都市交通戦略を取り巻く状況と課題】
現在の状況 課題 

●戦略策定（H23.3）以降、法制度や市の上位・関連計画
などが変化した。 

●平成 26 年には、都市再生特別措置法の制定や、地域公
共交通の活性化および再生に関する法律の改正により、「立
地適正化計画」「地域公共交通網形成計画・地域公共交
通再編実施計画」が位置づけられた。 

●市においても平成 26 年は、総合振興計画後期基本計画
実施計画の策定、さいたま市成長戦略の策定、都市計画マ
スタープランの改定などが行われた。

●交通の上位計画であるＳＭＡＲＴプ
ランが見直し作業中であり、これと整合
を図った方針策定や施策の整理を行う
必要がある。 

●その他の関連計画の変化、事業進捗
に応じた変化、時代のすう勢、法制度
の変化等に伴う対応を行う必要があ
る。 

【都市交通戦略の評価に関する状況と課題】
現在の状況、問題点 課題 

●継続的に取得できなくなったデータがあり、今後の評価や比較
が困難な指標がある。 
（例:バス走行実績データ 等） 
●社会・経済状況による変化の影響が大きく、施策による効果
の切り分けや分析が難しい場合がある。
（例：景気変動、一時的なブーム 等） 
●施策によっては、実施の効果が見えにくい、もしくは、効果の
規模が小さく評価が難しい場合がある。 

（例：公共交通サービス向上効果かモビリティマネジメントの効
果なのか判断は難しい、短区間や部分的な道路整備の効果
は小さい 等） 

●単年で効果が見えにくく一定程度の時間軸で評価が必要な
場合や、数年に一度の統計データでは、計測が困難な場合
がある。 

（例：モビリティマネジメント、PT データやセンサスデータによる評
価 等） 

●都市交通戦略の方針の見直しと整合
を図り、これまでの評価に関する問題点
を踏まえ、評価指標や評価方法を整理
する必要がある。 

●評価の実施時期や実施方法について、
時間軸を考慮した整理を行う必要があ
る。 
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（４）次期都市交通戦略案の検討と見直しの視点 

・ 施策案の検討にあたり、都市交通戦略の見直しにあたっての視点を整理する。 

・ 現在の都市交通戦略が有する課題を踏まえ、また、時代の趨勢や法制度の変化、市の各種計画の変化や新たな取組の状況、事業進捗に応じた変化を

踏まえ、方針および方針に対応する施策案を検討する。 
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（５）基本目標および基本方針

・ 基本目標は、これまでの都市交通戦略の内容を踏襲する。基本方針は、都市の現況と課題、

上位計画・関連計画を踏まえ、次のように定める。 
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（６）施策の実施体制

・ 都市交通戦略の４つの方針に基づき、主な交通施策を整理した。また、本市以外が実施す

る交通施策や、移動円滑化等他の計画で位置づけられている交通施策についても記載を行

った。なお、進捗管理や評価は、それぞれの実施主体や各計画で行う。 
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（７）進管理体制

・ 都市交通戦略は、１年毎に推進委員会を開催し、事業の進捗状況の確認や必要に応じた

見直しを行ってきた。今後も、これまでの状況を継続しつつ、トピック的な取組については定期

的に情報共有を行いながら、効果的・効率的に推進管理を行うことが必要である。 

・ また、平成 27 年度は都市交通戦略の部分見直し（方針の組み換えと施策の入れ替え等）

を行ったが、５年後の見直し時には、一定期間経過後の評価を実施し、利用者の意識調査

を行いながら、都市交通戦略全体を見直す必要がある。 


